




ー1ー

自　　

至 2025 年 ３ 月 31日

（会社法第435条第2項に基づく）

事 業 報 告

第 39 期

2024 年 ４ 月 １ 日



ー2ー



ー2ー

１ 企業の現況に関する事項

 当期の事業の状況

① 事業の経過及び成果

ア 全般

当社は多摩の南北 ㎞を結ぶ多摩都市モノレールの運行を担っており、地域に

密着した公共交通機関として、安全を最優先に正確・快適な輸送サービスの提供に努

め、地域の発展に寄与しています。

当期の業績は、年間輸送人員が延べ約 万８千人（前期比 ％増）、一日平

均輸送人員は約 万９千人となり、その内訳は、通勤定期が前期比 ％増、通学

定期が前期比 ％増、定期外は前期比 ％増となりました。

沿線での住宅開発や沿線大学の学生数増加に支えられ、全体を通して前期比はプ

ラスに転じていますが、第 期（ 年度）と比較すると、年間輸送人員は 減

となり、その内訳は、通勤定期が ％減、通学定期が ％減、定期外が ％増

となっています。

運輸収入は約 億 百万円（前期比 ％増）、運輸雑収は約２億 百万円（前

期比 ％増）となり、営業収益は約 億 百万円（前期比 ％増）となりまし

た。

営業収益についても、第 期（ 年度）と比較すると、定期外収入は ％増

ではありましたが、通勤定期が ％減、通学定期が ％減となるなど、運輸収入

全体で ％減、また、運輸雑収で ％減、営業収益全体では ％減となり、コ

ロナ禍以前の水準に近づきつつあるものの、回復には至っておりません。

営業費については、人件費及び修繕費などの一般経費が増加したことにより、約

億 百万円（前期比 ％増）となりました。

この結果、営業利益は約 億 百万円、経常利益は約 億 百万円となり、

前期並みの水準を確保した一方、当期純利益は約６億 百万円と前期から約 ％減

となっております。

今後は、老朽化した施設・設備の更新工事や大規模修繕を着実に実施していく必要

があることに加え、昨今の物価の高騰や沿線人口の減少など、より一層厳しい経営状

況が続くと見込まれます。また、延伸事業に係る設備投資も本格化します。安全面で

の取組を最優先にしつつ、収支改善に努める等、引き続き経営基盤の強化に努めてま

いります。

お客さまの安心を支える安全の徹底の取組について、ハード面では、東京都から受

託している軌道桁伸縮装置の更新や分岐器の補修等、軌道設備の大規模修繕工事を

実施しました。また、駅舎建築設備の工事として、昇降機の改修工事や駅舎屋根の塗

装塗替などを実施しました。引き続き東京都と連携した改修・更新を行ってまいりま

す。
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ソフト面では、６月と 月に社内異常時訓練を実施しました。６月の訓練では、

分岐器の不具合を想定した退行運転や折り返し運転、非常運転の対応訓練を実施、

月の訓練では列車を併結してのお客様の救出や列車のブレーキが緩まない場合の取

扱いの確認、列車を併結した状態で運転する際の取扱いを確認しました。また、９月

には沿線の警察署と合同で、車内でテロ行為が発生した場合の対応訓練を実施、

月には、沿線の消防署と連携し、はしご車を用いたお客様救出訓練を実施しました。

その他の取組として、全乗務員を対象とした異常時コンテストを実施するなど、異常

時対応力の強化に努めました。今後も安全を最優先に、施設・設備等の計画的な維持

管理や異常時における対応力の強化に取り組み、新たな技術も活用しながら、より安

全な交通サービスの提供に努めてまいります。

お客さまニーズに対応したサービスの追求の取組として、多摩センター駅、柴崎体

育館駅のトイレ改修工事を実施しました。和式便器の洋式化、オストメイト対応設備

やベビーチェア・ベビーシートの設置に加え、車イス対応トイレへの介助用折り畳み

式大型ベッドの設置等、バリアフリー設備の充実を図りました。また、外部の専門講

師を招き、接遇に関するロールプレイング形式の集合研修を行うことで、接客能力の

向上を図りました。さらに、駅係員を対象とした接遇コンテストを開催することで、

接客技術や業務知識の向上を図りました。今後もお客様に快適にご利用いただくと

ともに、お客様に喜ばれるサービスを追求してまいります。

持続的な発展に向けた地域との連携強化の取組について、開業 周年記念企画を

実施しました。第Ⅰ期開業 周年の 年 月 日から第Ⅱ期開業 周年の

年１月 日までを開業 周年記念特別期間と位置づけ、各種イベントを実施

しました。 月には、一般開放型車両基地イベント「多摩モノまつり 」を開催

しました。運転台や車両基地の見学、警察や消防、スポーツ団体のブースに加え、

周年企画として記念のブースの出展や特製ステッカーの配布などを行った結果、前

年を上回る 人の方にご来場いただき、大盛況に終わりました。また、 月に

は、日本夜景遺産に認定されたモノレールからの夜景をお楽しみいただきながら、多

摩地域のお酒をお召し上がりいただく、 を運行しました。

この他の取組として、９月より順次、多摩センター、高幡不動、立川南、立川北、玉

川上水の５駅の構内に、装飾等に工夫を凝らした沿線地域の魅力発信コーナーを設

置しました。沿線市や関係機関と連携を図り、行政施策やこれに関連する観光・イベ

ントなどの情報を発信することで沿線の魅力を訴求しています。今後も沿線地域と

の連携を強化することで、魅力の発信、旅客誘致の促進を図り、多摩地域の発展に貢

献してまいります。

東京都と協働した取組の推進として、たまモノ子育て応援事業を実施しました。こ

れまで一部の駅窓口での販売に限定されていた「たまモノこどもワンデーパス」につ

いて、全駅の券売機で発売が可能になるよう改修を実施し、 月 日より期間限定

で販売しました。また、７月には箱根ケ崎方面への延伸に向け、軌道法に基づく特許
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を国土交通大臣に申請しました。この他、都市計画法に基づく都市計画の決定及び変

更を 年３月６日付で東京都が告示しました。今後も政策連携団体として東京都

と連携を深め、地域の活性化に努めてまいります。

事業環境の変化に適応できる経営基盤の強化の取組として、駅構内のスペースを

有効活用した取組を実施しました。全駅に傘のシェアリングサービスを導入すると

ともに、中央大学・明星大学、立川北、立飛、玉川上水の４駅に生搾りオレンジジュ

ース自動販売機を導入しました。また、立川北駅において大型ガラス面や電飾看板な

どの空きスペースを広告の新媒体として整備することで、付帯事業収入増収の基盤

を拡充しました。また、新規グッズとして「電車型ペンケース」や「鉄道むすめグッ

ズ」、当社の公式キャラクターであるタマオの「マスコット」等、多数製作するとと

もに、９月と 月には新たな取組として、立川北駅でグッズの 及び販売会を実

施しました。さらに、新規ファンを獲得するために、各地の鉄道関係イベントに積極

的に参加しました。人材確保に向けては、採用告知の駅貼りポスターを刷新するとと

もに、駅・車内放送、 等による積極的な に加え、採用後のイメージの不一致

をなくす目的でインターンシップを受け入れる等、採用活動を強化しました。今後も

積極的な旅客誘致などによる収益確保や組織体制の強化に取り組み、将来にわたっ

て持続可能な経営基盤を確立していくとともに、多摩地域の基幹交通として、責務で

ある安全輸送を果たしてまいります。
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運輸成績

設備投資等の状況

資金調達の状況

イ

年 間 日 平 均 年 間 日 平 均

第 39 期 （ 2024 年 度 ）第 38 期 （ 2023 年 度 ）

営業日数(日） 366 － 365 －

営 業 キ ロ 16.0 － 16.0 －

77,576

定 期 外 （人） 21,355,457 58,348 22,302,805 61,104

定 期 （人） 26,876,700 73,434 28,315,140

138,679

定 期 （千円） 3,277,532 8,955 3,428,508 9,393

合 計 （人） 48,232,157 131,782 50,617,945

定 期 外 （千円） 4,754,062 12,989 4,958,075

合 計 （千円） 8,031,594 21,944 8,386,584

（千円） 232,763 636 241,393

13,584

22,977

旅

客

人

員

②

③

運

輸

収

入

　当事業年度中において実施いたしました設備投資等の総額は16億53百万円です。

その主なものは、ATC/TD更新9億83百万円、駅旅客用トイレ更新1億38百万円、車

両用脱出シューター設置99百万円、データ処理装置更新82百万円、車両SIV（補助

電源装置）制御装置更新73百万円、運営基地照明更新45百万円などになります。主

な固定資産の除却は、基地内転てつ器リミットスイッチ、運営基地正門、車両低圧

電源装置などになります。

　当期においては設備更新などに伴う長期事業資金確保のため、2024年4月に40億
円の長期借入を実施いたしました。

661

収 入 合 計 （千円） 8,264,358 22,580 8,627,977 23,638

運 輸 雑 収
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対処すべき課題

財産及び損益の状況の推移

年　度

区　分

(注) 11 1株当たり当期純利益は、期中平均株式数で計算しています。

④

(2)

第36期 第37期 第38期 第39期（当期）

（2021年度） （2022年度） （2023年度） （2024年度）

8,627,977

経 常 利 益 （千円） 589,688 1,507,843 1,473,105 1,592,463

営 業 収 益 （千円） 6,807,897 8,012,847 8,264,358

650,477

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

総 資 産 額 （千円） 62,386,947 61,239,881 59,757,762 62,009,351

当 期 純 利 益 （千円） 483,374 975,681 922,180

純 資 産 額 （千円） 33,205,106 34,180,788 35,102,968

479.17 914.15　（円） 967.19 644.82

32,916.10 34,797.45　（円） 33,883.29 35,442.26

35,753,445

１ 株 当 た り
純 資 産 額

当社は多摩地域に密着した公共交通機関として着実に成長してまいりましたが、2020

年の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、一転して大幅な減収となり、

資金不足が生じる事態となりました。その後、一定の回復は見られるものの、移動需要

はコロナ禍以前の水準に戻らない状態が続いています。

また、昨今のエネルギー価格や資材等の物価高騰により、運行に必要なコストの増大

が続いていることに加え、開業から25年が経過し、老朽化した施設・設備等の大規模更

新への対応も必要となっており、厳しい経営環境が続くことが想定されます。

さらに、箱根ケ崎方面への延伸に向けては、東京都や関係自治体と緊密な連携のもと、

工事着手に向けた手続を着実に進めていく必要があります。

これらの諸課題に的確に対応するため、当社では、2023年に「長期経営方針2023」及

び「中期経営計画2023－2025」を策定し、取組を進めるとともに、2025年3月には東京都

や沿線五市との連携の下、「経営強靭化計画」を策定しました。

引続き、これらの計画等に基づき、交通事業者として最大の使命である輸送の安全を

徹底することはもとより、多くの人を呼び込むための地域連携の強化、様々な経営努力

による経営基盤の強化など、積極的な事業展開を図ってまいります。今後とも、安定的

かつ持続的な交通サービスの提供ができるよう、全社一丸となって取り組んでまいりま

す。
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主要な事業内容

軌道法に基づく一般運輸業

主要な営業所

本社　　　東京都立川市

従業員の状況(2025年３月31日現在)

主要な借入先

その他企業の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

(3)

(4)

(5)

従業員数 前年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

250名 0名 38.6歳 10.24年

(6)
（単位：千円）

借    入    金    残    高

（2025年３月31日現在）

9,920,000

み ず ほ 銀 行 他 3,600,000

八 王 子 市 1,200,000

(7)

借　　入　　先

多 摩 市 1,200,000

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 786,000

立 川 市 1,200,000

日 野 市 1,200,000

東 大 和 市 1,200,000

東 京 都



ー8ー

２ 会社の状況に関する事項(2025年３月31日現在)

株式に関する事項

① 発行可能株式総数

② 発行済株式の総数

③ 株主数

④ 大株主

多 摩 市 6,612 0.66

持株数  (株) 出資比率　(％)

株 主 名

日 野 市 6,612 0.66

東 大 和 市 6,612 0.66

八 王 子 市 6,612 0.66

立 川 市 6,612 0.66

東京電力エナジーパートナー株式会社 10,560 1.05

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 7,392 0.73

小 田 急 電 鉄 株 式 会 社 15,840 1.57

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 11,616 1.15

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 31,680 3.14

京 王 電 鉄 株 式 会 社 26,400 2.62

東 京 都 805,704 79.87

西 武 鉄 道 株 式 会 社 47,520 4.71

1,008,780 株

1,008,780 株

 22 名

当 社 へ の 出 資 状 況
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(2) 会社役員に関する事項

東京都財務局長

東京都技監（都市整備局長・都市整備局技監兼務）

東京都建設局長

京王電鉄株式会社 取締役常務執行役員

小田急電鉄株式会社 取締役専務執行役員

株式会社小田急レストランシステム 監査役（非常勤）

1 取締役 町田明から阿部裕行までの各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2

3 当事業年度中の取締役及び監査役の異動は、次のとおりであります。

(3) 会計監査人の状況

会計監査人の名称

常勤または

非常勤の別

代表 取締役

社 長

常務 取締役 常 勤

地 位

本 田 直 志

取 締 役 非 常 勤 山 下 聡

取 締 役 非 常 勤 谷 崎 馨 一

取 締 役 非 常 勤 花 井 徹 夫

取 締 役 非 常 勤 町 田 明 西武鉄道株式会社 取締役常務執行役員

取 締 役 非 常 勤 井 上 晋 一

取 締 役 非 常 勤 立 山 昭 憲

取 締 役 非 常 勤 初 宿 和 夫 八 王 子 市 長

取 締 役 非 常 勤 酒 井 大 史 立 川 市 長

非 常 勤 大 坪 冬 彦 日 野 市 長

取 締 役 非 常 勤 和 地 仁 美 東 大 和 市 長

（注）

監査役 山根かおり、高田修、泉路代の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

(1) 初宿和夫氏が2024年4月18日付けで取締役に就任いたしました。

(2) 監査役 良永一宏氏が2024年6月24日付けで退任いたしました。

(3) 花井徹夫氏が2024年6月24日付けで取締役に就任いたしました。

(4) 山根かおり氏が2024年6月24日付けで監査役に就任いたしました。

(5) 取締役 藤井高明氏が2025年1月31日付けで辞任いたしました。

(6) 町田明氏が2025年2月1日付けで取締役に就任いたしました。

(7) 常務取締役 本田直志氏が2025年3月31日付けで辞任いたしました。

監　　査　　役 非 常 勤 泉 路 代 新横浜法律事務所 弁護士

有限責任監査法人トーマツ

氏 名 主 な 兼 職

常 勤 奥 山 宏 二

監　　査　　役 株式会社みずほ銀行 社会・産業基盤第一部長非 常 勤 高 田 修

取 締 役 非 常 勤 阿 部 裕 行 多 摩 市 長

監 査 役 常 勤 山根 かおり

取 締 役
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(4)  親会社等との間の取引に関する事項 

  当社は東京都との間で、業務の受託及び資金の借入れに係る取引があります。業務の

受託に当たっては、価格等の取引条件が、市場実勢を勘案した通常の取引条件で行われ

ることに留意しております。また、東京都からの資金の借入れについては、無利息で借

り受けることで合意しております。 

  当社取締役会は、当該取引条件を把握し、当社の利益を害するものではないことを確

認した上で、当該取引についてその適正性、妥当性を判断しております。 

 

 

(5) 業務の適正を確保するための体制の整備及びその運用状況に関する事項 

  当社は「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、体制の整備を行っております。 

 

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  

当社は、法令、定款及びその他の社則の遵守を企業活動の前提とする。取締役社長は、

この旨を取締役及び使用人に対し継続的に伝達し、社内に徹底する。 

取締役社長は、総務部長をコンプライアンス総括責任者に任命し、コンプライアンス

体制の構築・維持にあたる。 

当社は、法令等に照らして疑義のある行為等を通報した使用人を保護するため、内部

通報者保護規程を制定する。 

 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役社長は、総務部長を文書取扱総括責任者に任命する。 

取締役の職務の執行に係る情報については、文書取扱規則に基づき、文書又は電磁的

媒体等で記録し、適正に保存及び管理する。 

 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

取締役社長は、常務取締役をリスク管理総括責任者に任命する。総務・運輸の各部門

においては、それぞれ部門毎のリスク管理体制を確立する。 

総務部門においては、運輸部門と連携し、全社的なリスクを総括的に管理する。 

運輸部門においては、危機管理計画（運用指針）に基づき、自然災害や事故・故障、

犯罪行為などの危機を未然に防止し、又は被害を最小限に止め、早期に通常運行へ回復

するための体制を確立する。 
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役会は、取締役会規則に基づき、定期的に事業の概況その他重要な業務に関する

報告を受け、取締役の効率的な職務の執行を確保する。 

当社は、取締役会規則に基づき幹部会を設置する。幹部会は、幹部会規則に基づき、

経営上の重要な執行方針及び経営全般にわたる重要事項を協議する。 

 

⑤ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人

に関する事項、その職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役は、総務部社員のうち特定の者に対し、監査業務に必要な事項を指示すること

ができる。取締役及び使用人は指示を受けた社員の業務遂行が円滑に行われるよう監査

環境の整備に協力する。指示を受けた社員は、それを遂行するに当たり、取締役の指揮

命令を受けない。 

 

⑥ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制並びに報告をした者が当該報告

をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

取締役及び使用人は、監査役に対し、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項そ

の他当社の経営に重大な影響を及ぼす事項について、速やかに報告する。また、監査役

は、いつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対し、報告を求めることができる。 

取締役及び使用人は、報告をした使用人の異動、人事評価及び懲戒等において、報告

の事実を考慮してはならない。 

監査役は、報告をした使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理

由の開示を求めることができる。 

 

⑦ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の

執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

取締役及び使用人は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払、支出した

費用等の償還又は負担した債務の弁済を請求したときは、これに応じる。 

 

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会の

ほか幹部会その他の重要な会議に出席することができる。 
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（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要） 

  当社は「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、具体的な取組を行うとともに、

内部統制システムの運用状況について重要な不備がないかモニタリングを常時行ってお

ります。また、総務部門が中心となり、当社の各部門に対して、内部統制システムの重要

性とコンプライアンスに対する意識付けを行い、当社全体を統括、推進しています。 
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自　　

至

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株主資本等変動計算書

計 算 書 類

（会社法第435条第2項に基づく）

第 39 期

2024 年 4 月 1 日

2025 年 3 月 31 日
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（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

貸　 借　 対　 照　 表
（2025年3月31日現在）

　　（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

【 資 産 の 部 】 【 負 債 の 部 】

流 動 資 産 5,409,820 流 動 負 債 6,724,825

現 金 及 び 預 金 4,384,190 短 期 借 入 金 1,686,000

未 収 運 賃 328,849 未 払 金 3,045,094

貯 蔵 品 72,006 未 払 費 用 1,312,434

前 払 費 用 4,947 未 払 法 人 税 等 80,109

未 収 金 619,569 契 約 負 債 467,605

そ の 他 258 預 り 金 22,465

預 り 保 証 金 44,000

そ の 他 67,116

固 定 資 産 56,599,530 固 定 負 債 19,531,080

有 形 固 定 資 産 56,380,970 長 期 借 入 金 18,620,000

土 地 30,131,939 退 職 給 付 引 当 金 901,021

建 物 9,867,112 そ の 他 10,058

構 築 物 11,722,091

車 両 運 搬 具 1,853,654

機 械 装 置 1,786,380 負 債 合 計 26,255,905

工 具 器 具 備 品 372,728

建 設 仮 勘 定 647,062

無 形 固 定 資 産 42,383 【 純 資 産 の 部 】

電 話 加 入 権 3,312 株 主 資 本 35,753,445

ソ フ ト ウ ェ ア 39,070 資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金

そ の 他 資 本 剰 余 金 25,923,299

投 資 そ の 他 の 資 産 176,176 利 益 剰 余 金

出 資 金 50 そ の 他 利 益 剰 余 金 9,730,146

資 産 合 計 62,009,351 負 債 ・ 純 資 産 合 計 62,009,351

長 期 前 払 費 用 62,004 繰 越 利 益 剰 余 金 9,730,146

繰 延 税 金 資 産 114,090

そ の 他 31

純 資 産 合 計 35,753,445
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自 年 4月 1日
至 年 3月 31 日

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

固 定 資 産 圧 縮 損 26,800 582,727

特 別 損 失

確 定 経 過 利 息 555,927

損　 益　 計　 算　 書

2024
2025

（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益

運 輸 収 入 8,386,584

運 輸 雑 収 241,393 8,627,977

営 業 費

運 送 費 4,702,706

一 般 管 理 費 377,419

諸 税 289,387

減 価 償 却 費 1,763,925 7,133,438

営 業 利 益 1,494,538

営 業 外 収 益

受取利息及び配当金 3,170

受 託 手 数 料 168,823

雑 収 入 47,375

営 業 外 費 用

支 払 利 息 116,727

1,000

雑 支 出 3,717 121,445

219,370

法 人 税 等 調 整 額 △ 181 359,258

当 期 純 利 益 650,477

税 引 前 当 期 純 利 益 1,009,735

法人税、住民税及び事業税 359,440

経 常 利 益 1,592,463

支 払 手 数 料
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資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

その他利益剰余金

繰 越 利 益 剰 余 金

100,000 25,923,299 9,079,669 35,102,968 35,102,968

当 期 純 利 益 -               -                    650,477 650,477 650,477

-               -                    650,477 650,477 650,477

100,000 25,923,299 9,730,146 35,753,445 35,753,445

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2024 年 4 月 1 日 残 高

事 業 年 度 中 の 変 動 額

事業年度中の変動額合計

2025 年 3 月 31 日 残 高

　 　 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2024 年 4 月 1 日

至 2025 年 3 月 31 日

株　　　　　主　　　　　資　　　　　本

純 資 産
合 計

資 本 金
株 主 資 本
合 計そ の 他

資 本 剰 余 金

（単位 : 千円）

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のないもの

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法　・・・　貯蔵品は個別法による原価法

固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

構築物に含まれる鉄軌道事業取替資産　・・・　取替法によっております。

上記以外の資産　・・・・・・・・・・・・・　定額法によっております。　

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

② 無形固定資産

③ リース資産

引当金の計上基準

退職給付引当金　・・・・・・・・　

収益及び費用の計上基準

2. 会計方針の変更に関する注記

法人税、 住民税及び事業税等に関する 会計基準の適用

3. 会計上の見積りに関する注記

固定資産の減損

① 固定資産の金額　56,485,390千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

(1)

移動平均に基づく原価法を採用しております。

(2)

自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法によってお
ります。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

建物　38年～50年、構築物　20年～57年、車両運搬具　24年、機械装置　9年～20年、
工具器具備品  3年～20年

(3)

従業員の退職給付の支給に備えるため、自己都合による期末要支給額を計
上しております。

(5) 設備資金借入に係る開業時までの支払利息は、建設原価として建物等の固定資産の取得原価に含まれて
おります。

(1)

(1)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022
年改正会計基準」という。）等を当該事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第
20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。
　なお、当該会計方針の変更が計算書類に与える影響はありません。

(4)

当社は、軌道法に基づく一般運輸業を営んでおり、顧客との契約に基づいて旅客輸送サービスを提供するこ
とを履行義務として識別しております。これら旅客輸送サービスの提供については、サービスの提供時点に
おいて履行義務が充足されると判断していることから、サービスの提供時点で収益を認識しております。ま
た、収益は顧客との契約において約束された対価で測定しております。
具体的には、定期外収入については、乗車券等を購入した顧客に対し旅客輸送サービスを提供した時点で
履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。定期収入については、定期券の有効
期間にわたって履行義務が充足されると判断し、有効期間にわたり収益を認識しております。

減損損失の計上にあたっては、合理的な仮定に基づく将来の事業計画に基づいた将来キャッシュ・フ
ローが固定資産の帳簿価格を下回る場合に減損損失を計上することとしております。
将来キャッシュ・フローの見積もりにあたっては、将来の事業計画や経営環境の変化等の仮定に基づい
ております。
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1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のないもの

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法　・・・　貯蔵品は個別法による原価法

固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

構築物に含まれる鉄軌道事業取替資産　・・・　取替法によっております。

上記以外の資産　・・・・・・・・・・・・・　定額法によっております。　

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

② 無形固定資産

③ リース資産

引当金の計上基準

退職給付引当金　・・・・・・・・　

収益及び費用の計上基準

2. 会計方針の変更に関する注記

法人税、 住民税及び事業税等に関する 会計基準の適用

3. 会計上の見積りに関する注記

固定資産の減損

① 固定資産の金額　56,485,390千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

(1)

移動平均に基づく原価法を採用しております。

(2)

自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法によってお
ります。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

建物　38年～50年、構築物　20年～57年、車両運搬具　24年、機械装置　9年～20年、
工具器具備品  3年～20年

(3)

従業員の退職給付の支給に備えるため、自己都合による期末要支給額を計
上しております。

(5) 設備資金借入に係る開業時までの支払利息は、建設原価として建物等の固定資産の取得原価に含まれて
おります。

(1)

(1)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022
年改正会計基準」という。）等を当該事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第
20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。
　なお、当該会計方針の変更が計算書類に与える影響はありません。

(4)

当社は、軌道法に基づく一般運輸業を営んでおり、顧客との契約に基づいて旅客輸送サービスを提供するこ
とを履行義務として識別しております。これら旅客輸送サービスの提供については、サービスの提供時点に
おいて履行義務が充足されると判断していることから、サービスの提供時点で収益を認識しております。ま
た、収益は顧客との契約において約束された対価で測定しております。
具体的には、定期外収入については、乗車券等を購入した顧客に対し旅客輸送サービスを提供した時点で
履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。定期収入については、定期券の有効
期間にわたって履行義務が充足されると判断し、有効期間にわたり収益を認識しております。

減損損失の計上にあたっては、合理的な仮定に基づく将来の事業計画に基づいた将来キャッシュ・フ
ローが固定資産の帳簿価格を下回る場合に減損損失を計上することとしております。
将来キャッシュ・フローの見積もりにあたっては、将来の事業計画や経営環境の変化等の仮定に基づい
ております。
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4. 貸借対照表に関する注記

担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

千円 ( 千円 )

千円 ( 千円 )

千円 ( 千円 )

千円 ( 千円 )

千円 ( 千円 )

千円 ( 千円 )

合　計 千円 ( 千円 )

② 担保に係る債務

　 千円 ( 千円 )

千円 ( 千円 )

合　計 千円 ( 千円 )

上記のうち(  )内書は軌道財団抵当並びに当該債務を示しております。

有形固定資産の減価償却累計額 千円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の総数に関する事項

株 - - 株

6. 税効果会計に関する注記

千円

千円

千円

千円

千円

千円

7. 関連当事者との取引に関する注記

主要株主

価格等の取引条件は、市場実勢等を参考にして、その都度交渉の上で決定しております。

東京都からの借入金は無利息で合意しております。

取引金額には消費税を含めておりません。期末残高には消費税を含めております。(注3)

資金の
返済

1,240,000
長期

借入金
9,920,000

業務の受
託(注1)

167,290 未収金 541,601
主要株主 東京都

被所有
(79.9)

3
人員の
派遣

車両運搬具 1,853,654 1,853,654

評 価 性 引 当 額

(注1)

(注2)

△ 1,735,825

繰 延 税 金 資 産 合 計 114,090

属性
会社等
の名称

議決権等
の所有

（被所有）
割合(%)

関係内容
取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

(1)

土 地 30,131,939 30,131,939

普通株式 1,008,780 1,008,780

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

減 価 償 却 費 1,441,945

退 職 給 付 引 当 金 314,695

(2) 56,215,460

短期借入金 786,000 786,000

長期借入金 0 0

株式の種類 当事業年度期首

9,867,112

構 築 物 11,722,091 11,722,091

そ の 他 93,275

繰 延 税 金 資 産 小 計 1,849,915

増　加 減　少 当事業年度末

機 械 装 置 1,786,380 1,786,380

工具器具備品 372,728 372,728

55,733,907 55,733,907

786,000 786,000

建 物 9,867,112
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8. １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 円 銭

(2) １株当たり当期純利益 円 銭

9. 金融商品の状況に関する注記

金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

② 金融商品の内容及びそのリスク

金融商品の時価等に関する事項

（単位 ： 千円）

金融商品の時価の算定並びに有価証券に関する事項

①

②

金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

(3)

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分類しております。

レベル1の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定
に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

「現金及び預金」、「未収運賃」、「未収金」及び「未払金」については、現金及び短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。なお、当該借入金は貸借対照表において、「短期借入金」
として表示しております。

(2)

2025年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次の通りです。

貸借対照表
計上額

時　価 差　額

20,306,000 14,093,624 △ 6,212,376

(注1）

長期借入金

35,442 26

営業債権として把握している運輸雑収の未収金は顧客の信用リスクがありますが、取引先別に未収金の金
額並びに期日管理を実施しております。借入金は一年以内に返済期日の到来するものを短期借入金に、一
年超のものを長期借入金としておりますが、これらは設備に関する借入金で実質的には長期借入金です。

(1)

当社は資金運用については、資金管理委員会を設け、その時の余剰資金と借入金の約定返済など支払い
のバランスを考慮の上、決定しております。また、投機的な取引は行わず、資金調達については銀行借入に
よる方針です。

644 82
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長期借入金

（単位 ： 千円）

長期借入金の返済予定額 （単位 ： 千円）

みずほ
銀行他

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1,600,000 3,600,000

①

借入金の種類
貸借対照表

計上額
時　価 差　額

一年内返済予定
長期借入金

有利子 1,686,000 1,672,548 △ 13,451

無利子 - - -

長期借入金
有利子 8,700,000 7,962,140 △ 737,859

無利子 9,920,000 4,458,935 △ 5,461,064

合 　　計 20,306,000 14,093,623 △ 6,212,374

長期借入金の時価は、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似し
ていると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
また、無利子又は固定金利によるものは、元利金の合計額を一定の期間ごとに区分した債務ごとに、そのキャッ
シュ・フローを返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しておりま
す。これらについては、レベル２の時価に分類しております。
なお、無利子の長期借入金は東京都（9,920,000千円）です。

(注2）

借入先別 1年内返済
1年超～
2年以内

2年超～
3年以内

3年超～
4年以内

4年超～
5年以内

5年超 合　　計

- - - - 9,920,000 9,920,000

沿線5市 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 3,500,000 6,000,000

合　　計 1,686,000 900,000 900,000 900,000 900,000 15,020,000 20,306,000

日本政策
投資銀行

786,000 - - - - - 786,000

東京都 -
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独立監査人の監査報告書
 

2025 年６月３日 

 

多 摩 都 市 モ ノ レ ー ル 株 式 会 社

取 締 役 会  御 中

 

有限責任監査法人ト ー マ ツ 

東 京 事 務 所 

指定有限責任社員
     

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 川 口 泰 広

 

監査意見 

当監査法人は、会社法第 436 条第 2 項第 1 号の規定に基づき、多摩都市モノレール株式会社の 2024

年４月１日から 2025年３月 31日までの第 39期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書（以下「計算

書類等」という。）について監査を行った。 

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表

示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて

いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま

た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス

の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査

法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ

るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候

があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書

類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。 

独立監査人の監査報告書謄本 
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい

て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。 

 

計算書類等の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から

計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が

あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる

場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に

関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して

重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な

不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意

見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に

基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内

容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ

の他の事項について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。 

以 上 
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監 査 報 告 書 
 
当監査役会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第39期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各

監査役から監査の方法及び結果の報告を受け、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 
 
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、

取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 
各監査役は、監査役会が定めた監査の方針に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から事

業の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確

保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決

議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。以

上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。 
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、

会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から

「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備して

いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類及びそ

の附属明細書について検討いたしました。 
 
２．監査の結果 
(1) 事業報告等の監査結果 

  一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。 

  二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。 
  三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関

する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 
 
 
     2025年6月9日 

 
                        多摩都市モノレール株式会社  監 査 役 会 
 

常勤監査役    山根 かおり   ㊞ 
 
監  査  役    高 田   修   ㊞ 
 
監  査  役    泉   路 代   ㊞ 
 

 

（注）監査役山根かおり、高田修、泉路代の各氏は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査

役であります。 

監査役会監査報告書謄本 










